


（法第73条の３第３項）
２週間以降

・債権者の異議申立手続き（法第73条の３第６項で準用する法第49条、第50条第１項・第２項）

・反対組合員の持分払戻請求（組織変更の議決の日から20日以内）（法第73条の４）

（法第73条の３第４項第10号、第73条の８)

（法第73条の10） （遅滞なく） 

（法第73条の９、組合等登記令第26条第５項）

２週間以内
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株式会社 農事組合法人

根拠法 会社法（一般企業と同じ法人格） 農業協同組合法

議決権
原則1株1議決権 
（1人1議決権とすることも可） 

1人1議決権 

構成員 制限なし（1人以上） 農民3人以上で構成 
（農民のほか、農業協同組合法で定める者も組合員とすることが可能）

役員制度
取締役1人以上（必須）、監査役1人以
上（原則任意）

理事1名以上（必須）、監事1人以上（任意） 
（理事は農民である組合員に限る。）

雇用者の
範囲

制限なし
組合員（同一世帯の家族を含む。）外の常時従事者は、常時
従事者総数の3分の2以内に制限 

事業規制 制限なし 農業（関連する農産物の加工などを含む。）に限定

配当の
方法

出資配当 出資配当(年7%を上限)、利用分量配当、従事分量配当 

農地の
所有(※1) 

可能（全株式の譲渡制限があるものに限
る。）

可能

税制
(法人税

※2) 

所得年800万円超部分        23.9％ 
年800万円以下部分（※4）  19％ 

(15%※5) 

【確定給与制のとき(※3)】 
同左

【左以外(従事分量配当)のとき】 
 19% 

(所得年800万円以下部分 15%※5) 
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